
国際学院埼玉短期大学における運営・管理責任体制及び不正使用防止体制 
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研究者等 

科研費執行に関する説明等 
科研費関連規定・使用ル－ル（研究者用）の配付、

及び説明、大学ホ－ムペ－ジに掲載 

最高管理責任者 《 学長 》 

（全体を統括し、最終責任を負う） 

統括管理責任者 《 副学長 》 

（最高管理責任者を補佐し、本学全体を統括する実

質的な責任と権限を有する） 

部局責任者(ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ推進責任者)《 学科長 》 

（実質的な責任と権限を有するとともに、不正防止

のためのコンプライアンス教育を実施し、受講状況

を管理監督する） 

 

 執行担当  《 総務課 》 

（検収窓口） 

支払担当  《 会計課 》 

連 

携 

 ①領収書、見積書、請求書、納品書 

 ②支払い依頼書 

 ③出張命令書 

事務局 

（事務局長） 

《 運営・管理体制 》 《 監査体制 》 

 

不正防止委員会 

不正調査委員会 

学校法人国際学院総務

部 

《 通報体制 》 

 

 

最高管理責任者 

統括管理責任者 
調査委員会 

※詳細は「国際学院埼玉短期大学公的研究費不正防止規定」 

第 8 条、第 9 条 

・公的補助金に関わる全ての監査 

  財務状況の確認 

  体制の不備の検証 

※詳細は「国際学院埼玉短期大学公的研究費不正防止規定」 

第 13 条 

報 告 

報 告 

連携 

連携 

監査組織 

監 事 

会計監査人 

内部監査 

 

通報受付窓口 

《総務課長》 

 


